
原子力安全目標のありようについて

2024年9月4日

山口 彰

1

資料2



n 原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する
原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子
力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その
他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることに
より、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
（昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。）、災
害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）その他原子
力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災害に対する対
策の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、身体及び
財産を保護することを目的とする。

n 原子力災害：原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる
被害

n 原子力緊急事態：放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事
業者の原子力事業所外へ放出された事態

原子力災害対策特別措置法
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n 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られるこ
とを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放
射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の
外へ放出されることその他の核原料物質、核燃料物質及び原子炉による
災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図る

n 製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運
転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生
も想定した必要な規制を行う

n 原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施す
るために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い

n もつて国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の
安全保障に資することを目的とする。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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原子力安全委員会の安全目標案

n 定性的目標案 
n 原子力利用活動に伴って放射線の放射や放射性物質の放散により公衆

の健康被害が発生する可能性は、公衆の日常生活に伴う健康リスクを有
意には増加させない水準に抑制されるべきである 

n 定量的目標案 
n 原子力施設の事故に起因する放射線被ばくによる、施設の敷地境界付近
の公衆の個人の平均急性死亡リスクは、年あたり百万分の1程度を超えな
いように抑制されるべきである

n また、原子力施設の事故に起因する放射線被ばくによって生じ得るがんに

よる、施設からある範囲の距離にある公衆の個人の平均死亡リスクは、年
あたり百万分の1程度を超えないように抑制されるべきである
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安全目標に関する調査審議状況の中間とりまとめ
平成15年8月 原子力安全委員会安全目標専門部会

「日常生活に伴う健康リスク」と事故に起因する放射線被ばくのリスクを
比較する。外部事象が「日常生活にもたらす健康リスク」を含むのか？



なぜ、確率で表すのか

n安全目標を健康被害の発生確率の抑制水準として定
めるのは、実際にそうした健康被害が生じることを容認
するものではない

n安全目標をこのように定めることによって様々な原子力
利用活動に係るリスク管理者にそれぞれの分野で健康
被害の可能性を抑制するために行うべき活動の深さや
広さを共通の指標で示すことができるからである。
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安全目標に関する調査審議状況の中間とりまとめ
平成15年8月 原子力安全委員会安全目標専門部会

安全確保活動の深さや広さを共通の指標で示す



安全目標が対象とすべきリスクとは？

n原子力安全委員会の安全目標案
n専門部会での検討過程において「社会的リスク」につき認識さ
れていたが、人の健康被害のみに着目し、社会的リスクにつ
いては明文化されなかった

n原子力規制委員会の考え方
n 「環境への影響をできるだけ小さくとどめる」観点から定量的
目標（CFF-2）を提示した

n安全目標体系が有すべき基本構造や定量的目標の上位に位
置すべき定性的目標については言及せず

n社会的影響について、どのように目標を設定すれば良
いのか、それを定量化する方法論はあるのか
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社会的リスクと抑制の目標のあり方

n社会的リスク

n原子力施設の事故に起因する放射線の放射や放射性物質の
拡散は、周辺地域の社会的混乱や環境汚染を引き起こす可
能性がある

n たとえ放射線被ばくによる直接的健康被害がなくとも身体的、
精神的、経済的被害をもたらす恐れがある

n抑制の目標

n現存する他の原因の事故や自然現象がもたらす同様のリスク
の合計を有意に増加させない

n原子力基本法

n安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、
国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が
国の安全保障に資することを目的として、行うものとする 7



「有意に増加させない」とは？

n個人リスクにおける「健康リスクを有意に増加させない」
の定量化事例

n米国原子力規制委員会：現存する死亡リスクの0.1%を超えな
い

n原子力安全委員会：死亡リスクが年あたり百万分の１程度を
超えない

n社会的リスクについても同様の定量化が望まれる

n たとえば、他の原因による社会的コストの合計の0.1％を超え
ない＊、という提案など

n定性的目標と整合する定量的目標、施設の特徴を踏まえた設
計・管理目標（性能目標）導出につながる

8＊R.S. Denning and R.J. Budnitz, “Impact of probabilistic risk assessment and severe accident research 
in reducing risk,” Progress in Nuclear Energy, 102, 90 (2018).



原子力損害賠償とリスク

n 1954年 Atomic Energy Act⇔原子力損害賠償
n 設計基準と深層防護で安全確保（想定事象と不確かさ）

n 安全解析における“不確かさの科学”の重要性は認識

n 定量的方法が存在しなかった

n 原子力委員会は潜在的な損害の評価・検討に着手（1956）
n WASH-740: 大型原子力発電所の重要事故の理論的可能性と影響につ
いて、ブルックヘブン国立研究所（原子力委員会、1957）

n 事故のリスクを知ること、原子力損害賠償法（Price Anderson Act）の根拠とす
る

n 死者3,400人、負傷者43,000人、財産損害は7B$（格納建屋考慮せず、炉心の
半分放出）

n 1957年9月2日、原子力損害賠償法が10年時限立法で制定、賠
償上限を560M$とする

WASH-740は原子力発電所の大事故でどのような影響があ
り得るかを示したが、その確からしさについては示せなかった
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確率と影響度の関係

n 1964年、原子力委員会は賠償限度を再評価するためWASH-
740の改訂を試みる
n 多くの人は、事故影響はもう少し小さいはずだと考えていた

n 主要なシナリオは、大口径配管破断により炉心は冷却できず溶融する。

n 災害の影響範囲はペンシルバニア州全域に広がり、死者数は43,000人、財産損害
は以前の評価の数倍以上

n 発電所の出力が大幅に増加したこと、放射性物質放出を抑制する固有の現象の知
見がなく考慮されなかったことがその理由

n 原子力委員会の反応
n もし事故が起こり、安全システムが作動しなければ大きな損害になる

n きわめてあり得そうにない事態だから、実質的に脅威にはなり得ない

n しかし公衆は、破局的な事態というだけで心配になるだろう

確からしさ（確率）と影響度の関係が議論の核心となる
小さい確率を考えれば、影響度はいくらでも大きく評価できる
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WASH-740改訂の評価(1965年）

n C. Beck委員長（Steering Committee）
n 破局的状況に至る全ての過程を理解し、防護(Safeguard)し、それが全て
の条件で意図した通りに機能することを確認する客観的で定量的な方法
がないことが問題である。

n この技術のmost baffling and insoluble enigma（もっとも悩ましく解決困難
な“なぞとき”）は

n 仮想的な条件での損害を計算することは簡単で単純

n その確率（確からしさ）を計算する客観的で定量的な方法がない

n これまでに原子力ではいくつかのニアミスが起きている。これは重大事故
の確率が低いことと整合しない

n 賠償責任限度はそのまま継続することとなった

11

そもそもWorst Caseや保守的な想定とはどのような意味か
定量的にリスクを評価する必要性、運転経験により確度を高める可能性



リスク評価への批判と期待

n 非常用炉心冷却系（ECCS）問題（1971年）
n 国立アイダホ原子炉実験所でのブローダウンの実験、非常用炉心冷却設備（ECCS）が機能
しなかった

n これは原子炉の事故の実験ではなく、計算コードの開発のため

n 確率論的リスク評価の必要性が指摘（原子力委員会の議論）
n “Highly unlikely”はどの程度”Unlikely”かを示さない限り、原子力安全評価は極めて脆弱

n Benedict教授とRasmussen教授（MIT）はリスクトリプレットと公衆の健康と財
産を評価すべきと指摘するレター（1972年3月17日）
n 失敗確率の評価

n さまざまな失敗についての影響度の評価

n 核分裂生成物の放散の評価

n 公衆の健康と財産に対する核分裂生成物の影響の評価

n プロとコン
n 原子炉の設計と運転はあまりに複雑で、データが欠落。定量的リスク評価は不可能である

（Ernst, 1972、 AEC原子力安全タTF：Study of Reactor Licensing Process ）
n 原子力分野外との協力で複雑システムを解析（ベル研究所の開発した方法）

n 統計とはデータを扱う学理である、確率はデータの欠如を扱う学理である（Kaplan）
12かくしてReactor Safety Study (WASH-1400)のプロジェクトが開始



安全目標：ACRSの提案（1980年10月）

n 1979年3月：TMI事故、1979年秋にNRCが依頼
n 競合技術（主に石炭火力）より低い（将来原子炉の）社会リスク

n 個人（住人と従事者）に及ぼす（複数基）のサイトリスクは十分小さい

n 事故やがんの死亡リスクを有意に増加させない

n 公平性の問題が生じない（個人リスクの増加と直接的便益のバランス）

n 安全設計は事故の防止と影響緩和を重視
n シビアアクシデントの確率が極めて低いこと

n 大規模炉心溶融事故においても周辺に住む個人の死亡確率が極めて低いこと

n 特定の安全目標をリスクが下回るようALARAコストー便益基準による適
切な対策

n リスクの評価では軽水炉の全ての事故を考慮し、大きな不確かさを踏まえ
平均値を用いること

n 事故の可能性をさらに下げるインセンティブが働くこと。ただし技術に不当
なペナルティを課したり、社会への過度なコスト負担がないようにすること

13DAVID OKRENT, The Safety Goals of the U.S. Nuclear Regulatory Commission, SCIENCE, 
VOL. 236 (April 17, 1987)



設計オブジェクティブ

n 原子炉の特定危険状態（hazard states）の発生頻度を制限
n 事故による個人の早期死亡あるいは晩発死亡のリスクを制限

n 早期あるいは晩発死亡の社会リスク（Overall societal risk）を制限
n コスト便益基準を用いたALARPアプローチの採用

n 経済的コストを含む

n 統計的な夭折の防止を金額を割り当てる

n まれであるが多数の早期死亡をもたらす事故を重視
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希ガスの10％
以上が一次冷
却材に放出

酸化物燃料の
30%が溶融

ヨウ素の10%、
希ガスの90％
が放出



安全確保の付帯要件：良い規制の5原則（1991年） 

n 自立性（independence）
n 安全規制は、高い倫理感と専門性のみに拠るべきであるが、決して規制が孤立するようで
あってはならない。客観的で先入観のない判断を行い、その結果と根拠を文書化する

n 寛容性（openness）
n 公共サービスである安全規制は公開のもとで行われ、関係者（議会、他の行政機関、事業
者、公衆、国際的な原子力コミュニティ）の自由なコミュニケーションが維持されなければなら
ない

n 費用対効果性（Efficiency）
n 納税者や事業者は最善の規制活動を享受する権利がある。現実的な規制がなされなければ
ならない。リスク低減効果と整合させつつ投入資源を最小化する必要がある。規制の能力を
向上させ、規制の決定を不当に遅延してはならない。

n 明瞭性（Clarity）
n 規制は首尾一貫して論理的で実際的であること、機関の目標や目的と整合することが求めら
れる

n 首尾一貫性（信頼感）（Reliability）
n 研究と運転経験についての最新知見に基づくこと、規制判断を安易に不当に覆すことのない
こと、文書化した手順により迅速、公平かつ断固たる態度で運営されること、これにより原子
力利用の実施と計画が安定的になされるべきである

15https://www.nrc.gov/docs/ML1413/ML14135A076.pdf



適切な安全と滑稽な安全
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いばかりか，不確かさが増し二次リスクを誘発する可能

性をもたらすとすれば，それは｢滑稽な安全｣と言わざる

をえない。ALARP(As Low As Reasonably Practicable)

の原則をよく理解し，理に適うリスク管理がなされてい

る状態こそ｢適切な安全の姿｣であり，その依拠するとこ

ろが安全目標であると著者らは考える。

1978 年に米国原子力規制委員会(NRC)は，格納容器

のあるべき姿について検討した4)。TMI-2 事故の後，原

子力発電所は隔離された地下立地とすべきとの裁判所へ

の申し立てを受けての研究である。現状の設計に加え，

9 種類の代替概念(地下立地，浅地下立地，二重格納容

器，格納容器強化，ベント専用容器設置，フィルタード

ベント(FV)，基礎版薄肉化など)の Value-Impact 分析

を行った結果，FV が最もリスク低減効果と費用対効果

が高いことを定量的に示した。Value-Impact 分析を支

えたのは，1975 年に発行された原子炉安全研究

(WASH-1400)のリスク支配要因やシナリオの分析結

果，即ちリスク情報であった。確率論的リスク評価の結

果と実効性の評価，ALARPの考え方をもって，｢適切な

安全｣の姿を検討した好事例である。

1980 年には，NRCの諮問をうけて，ACRS(Advisory

Committee of Reactor Safeguards)が安全目標の要件を

とりまとめた5)。その要件とは，(1)将来原子炉の社会的

リスクは競合技術(主に石炭火力)より低いこと，(2)個

人(住民と従事者)に及ぼすサイトリスクは十分小さいこ

と，(3)事故やがんの死亡リスクを有意に増加させない

こと，(4)公平性の問題が生じないこと，(5)安全設計は

事故の防止と影響緩和を重視すること，(6)シビアアク

シデントの確率が極めて低く大規模炉心溶融事故におい

ても周辺に住む個人の死亡確率が極めて低いこと，(7)

特定の安全目標をリスクが下回るよう ALARA のコス

ト-便益基準により適切な対策を取ること，等である。

なお，汚染等による地域資産喪失も議論されたとのこと

である。上記のようなリスクの公平性やコストとの関係

等も含めた｢適切な安全｣に関する幅広い考察が，1986 年

の安全目標政策声明6)につながっている。安全目標は何

を防護するのか，それを何によって実現するのか，安全

設計にどのように反映するのか，という議論を踏まえて

安全目標の論理が構築されている点に注目すべきであ

る。

図 1 には，著者らの考える°適切な安全±と°滑稽な安

全±の概念を示す。不適切でもなく滑稽でもない安全，

その両者に挟まれた幅のある領域を逸脱しないようリス

ク管理を行うのである。下位目標である定量的安全設計

水準(例えば炉心損傷頻度)を決めることに満足せず，目

指すべき安全の姿の議論を深める必要がある。リスクの

意味合いも，事故の発生頻度や個々人の定量的健康リス

クのみにとどまらず，社会全体の関心，懸念といった概

念も含め広義に捉えるべきである。許容しうるリスクな

るものを定め，判断の定量的基準とすることは一見，魅

力的に見える。しかし，安全を二値的に判断できるとす

る誤解を与え，安全か不安全かということにこだわるあ

まり，ゼロリスクを望む姿になっては元も子もない。

国際原子力機関の基本安全原則は，人(個人と集団)と

環境を放射線の有害な影響から防護することが原子力安

全の目的であり，原子力利用を不当に制限することなし

にそれを達成しなければならないとする。その実現のた

めに，放射性物質の放出と公衆の被ばくを管理し，放射

性物質等の制御喪失事象の発生を頻度に関して制限する

とともに，そうした事態が発生した場合の影響緩和を求

めている。即ち，安全の目的を原点とし，原子力利用を

不当に制限することなくそれを達成するために人と環境

の防護の実現のための工学的・政策的方策を定めるので

ある。安全目標は不可欠と言わざるを得ない。

Ⅲ．安全目標は｢社会との約束事｣

1．形容詞付きの｢安全｣

ここで，著者らが｢適切な安全｣というとき，°適切な±

という形容詞がついていることに留意されたい。形容詞

とは一般に，話者の主観的評価・判断・感情を表現する

語である。もし仮に，｢安全｣が科学的・客観的に定まる

とするならば，主観性を含む表現は排除されるべきであ

るが，筆者らはそうした立場をとらない。即ち，｢安全｣

とは，科学的・客観的に定まる性質のものではなく，

我々の認識や判断の領域に属するものである点を強調し

たい。ある状態が｢安全｣であるか否かは，没個人的・機

械的に決まるものではなく，ある個人・ある組織・ある

社会が当該の状態を｢安全｣と考えるかどうか，という判

断過程を経て初めて定まるものである。米国の原子力安

全を構成する基本概念である°adequate protection±や，

英国におけるALARP(AsLowAsReasonably Practicable)

も同様に，°adequate±や°reasonably practicable±という

主観を表す形容詞が付随している。｢安全｣とは，それを

判断する主体と不可分の関係にあり，常に主語を伴う形

式の言明なのである。前述の格納容器に係る NRC の検

討からも明らかなように，どのような姿が｢適切な安全｣

( 36 ) 日本原子力学会誌，Vol.62，No.3 (2020)
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図 1 目指すべき安全の姿の概念3)
山口，竹内，菅原，「安全目標」再考―なぜ安全目標を必要と するのか?―東京大学弥生
研究会，安全目標に関する研究 会，UTNL-R-497, 2018 年 3 月 



安全目標 の階層構造

n 最上位に普遍的な目標を掲げ、上位から下位に向け具体化、定量化、細分化

n 通常運転状態から事故状態までを対象とする

17

例：IAEAが提案する安全目標の階層構造



基準やサロゲート目標までへの展開の考え方

18

 

人と環境を電離放射線の  
有害な影響から防護すること 

十分に
裕度あ
る設計 

有効な 
深層防護
の維持 

環境中への
放射性物質
放出を伴う事
故発生頻度 

設計基準事故
時の被覆管最
高温度制限値 

・LERF の目標値 
・CDF 目標値 

頂上目標 

上層目標 

下層の目標 

そのサイトにある全ての施設や機器の、全運転状態
に対して、適切な防御措置を講じ、原子力を利用す
る際に生じうるリスクを、他産業と比較し、より低いも
のとすること 

中間目標 

通常運転時 事故発生時 

従業員
被ばく
量抑制 



安全目標の階層的構造の提言

19

最上位目標
（原子力安全の目的）

原子力の施設と活動に起因する放射線の有害な影響から人と環境を防護する

上位目標

放射線の放射や放射性物質の拡散による
公衆の健康リスクは、公衆の日常生活にお
いて現存する健康リスクの合計を有意に増
加させない水準に抑制されるべきである

放射線の放射や放射性物質の拡散により環境を
害し、或いは広範囲にわたる社会的混乱をもたら
すリスクは、他の原因による事故や自然事象がも
たらす同様のリスクの合計を有意に増加させない
水準に抑制されるべきである

中位目標
通常運転
時安全基
準

設計基準
事象に対
する安全
基準

重大事故時の健康
リスクに対する確率
論的定量目標

重大事故に対す
る安全基準
（Cs137放出量
100TBq未満）

重大事故時の社会的リスクに
対する確率論的定量目標

下位目標
（Surrogate）

性能目標
(CDF/CFF目標)

性能目標
(CDF/CFF目標,Cs137放出量
100TBq超頻度＜10-6/炉年）

山口、菅原、佐治、「安全目標」再考 我が国でのあり方を問う、日本原子力学会
誌、Vol.62, No.3 (2020)

健康リスク 社会リスク



n 原子力災害対策特別措置法

n 原子力災害の特殊性ゆえ、原子力災害に対する対策の強化を図り、もって国民の
生命、身体及び財産を保護

n 原子力基本法

n 安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及
び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、
行うものとする

n 安全目標はいかにあるべきか

n どのような構造であるべきか（全体像）

n 何を対象とするのか（安全のスコープ）

n どのように表現するのか（性能を明確化）

n 安全確保の付帯要件

n なんのために使うのか（安全の品質）

議論のポイント

20




